
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関

す
る
施
行
法
第
三
条
の
二
第
二
項

又
は
国
家
公
務
員
共
済

組
合
法

、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

）
が

）
又
は
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
が

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関

す
る
施
行
法
第
五
十
四
条
第
一
項

又
は
郵
政
会
社
等

、
郵
政
会
社
等
又
は
株
式
会
社
日
本

貿
易
保
険

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
附
則
第
二

十
八
条
第
二
項

又
は
独
立
行
政
法
人
国

立
病
院
機
構

若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
又
は
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険

平
成
十
九
年
十
月
以
後
に
お
け
る
旧
令
に
よ

る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め

の
特
別
措
置
法
等
の
規
定
に
よ
る
年
金
の
額

の
改
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令

第
二
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
二
項

又
は
郵
政
会
社
等

、
郵
政
会
社
等
又
は
株
式
会
社
日
本

貿
易
保
険

又
は
同
項
に
規
定
す
る

郵
政
会
社
等

、
同
項
に
規
定
す
る
郵
政
会
社
等
又

は
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険

第
一
条
第
二
項
の
表
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

特
許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
登
録
の
出
願
を
す
る
者

イ

特
許
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
延
長
登
録
の
出

願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
四
万
三
千
六
百
円

ロ

特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出

願
を
す
る
場
合

一
件
に
つ
き
七
万
四
千
円

附

則

こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

平成年月日 金曜日 第号官 報
２

改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

３

改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
経
済
産
業
省
貿
易
経
済
協
力
局
貿
易
保

険
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
に
よ
る
費
用
の
負
担
）

第
二
十
四
条

改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行

法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用
及
び
同
法
第
五
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
追
加
費
用
の
負
担
を
承
継
す
る
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
権
利
義
務
の
一
般
会
計
へ
の
帰
属
の
時
期
）

第
二
十
五
条

第
二
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
権
利
及
び
義
務
は
、
改
正
法
の
施
行
の
時
に
お
い
て
一
般
会
計
に
帰
属
す

る
も
の
と
す
る
。

（
役
員
等
の
選
任
及
び
解
任
等
の
決
議
の
認
可
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条

改
正
法
附
則
第
二
条
の
設
立
委
員
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
改

正
法
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
、
新
貿
易
保
険
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
改
正
法
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
貿
易
保

険
法
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
可
は
、
改
正
法

施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
退
職
職
員
に
支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
か
ら
す
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
七
条

会
社
は
、
改
正
法
施
行
日
前
に
退
職
し
た
政
府
の
職
員
で
失
業
し
て
い
る
も
の
に
対
し
改
正
法
施
行
日

以
後
に
支
給
さ
れ
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
差
額

に
相
当
す
る
退
職
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
べ
き
金
額
で
旧
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
が
引
き
続

き
存
続
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
旧
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
も
の
を
、

国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
庫
に
納
付
し
た
金
額
の
過
不
足
額
の
調
整
に
つ
い

て
は
、
退
職
職
員
に
支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
か
ら
す
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入

れ
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
次
項
に
お
い
て
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。）の
納
付
に
つ
い
て
は
、
退
職
職
員
に

支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
か
ら
す
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
六
十
四
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
一
項
中
「
十
日
（
当

該
四
半
期
開
始
後
支
出
負
担
行
為
の
計
画
及
び
支
払
計
画
の
示
達
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
示
達
を
受
け
た
日
以
後

十
日
）」と
あ
る
の
は
「
十
日
」
と
、
同
令
第
二
項
中
「
翌
翌
四
半
期
（
当
該
不
足
額
が
第
三
・
四
半
期
に
係
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
翌
四
半
期
）
ま
で
に
、
予
算
の
範
囲
内
で
」
と
あ
る
の
は「
翌
翌
四
半
期（
当
該
不
足
額
が
第
三
・

四
半
期
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
翌
四
半
期
）
ま
で
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

法
務
大
臣

金
田

勝
年

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

農
林
水
産
大
臣

山
本

有
二

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

環
境
大
臣

山
本

公
一

防
衛
大
臣

稲
田

朋
美

特
許
法
施
行
令
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
五
号

特
許
法
施
行
令
及
び
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年

法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
許
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
延
長
登
録
」
を
「
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
の
出
願
」
に
改
め
、
同
条
中

「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
延
長
登
録
」
を
「
特
許
法
第
六
十
七
条
第
四
項
の
延
長
登
録
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六

十
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
六
十
七
条
の
五
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
特
許
権
の
存
続
期
間
」
を

「
同
法
第
六
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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